
後方受入機能に係る主な診療報酬について

一般病棟、専門病院 等

【現状】

急性期病院の患者

在宅の軽症の患者

自宅、老健、特養 等

一般病棟（７対１、１０対１）
専門病院 等

【改定後】

急性期病院の患者

在宅の軽症の患者

自宅、老健、特養 等

療養病棟
（20対１、25対１、有床診療所（療養））

有床診療所（一般）

一般病棟
（13対１、15対１）

療養病棟（20対１）
（25対１、有床診療所（療養））

有床診療所（一般）

受入

受入の充実

救急・在宅からの受入れを
評価した初期加算

受入

救急・在宅からの受入れを
評価した初期加算

150点

100点

受入機能の
強化が必要

（改） 300点

100点

150点

（新） 150点
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周産期医療の推進①

【医療連携の評価】

ハイリスク妊産婦共同管理料を引き上げるとともに、算定対象に多胎妊娠、
子宮内発育遅延の者を加え、地域医療機関と専門医療機関の連携を一層推
進する。
（改） ハイリスク妊産婦共同管理料１（紹介側） ５００点 →  ８００点
（改） ハイリスク妊産婦共同管理料２（受入側） ３５０点 →  ５００点

[算定対象患者（改定後、下線の疾患を追加）］

（妊婦）妊娠22週から32週未満の早産、妊娠高血圧症候群重症、前置胎盤、妊娠30週未満の切迫早産、
多胎妊娠、子宮内胎児発育遅延、心疾患、糖尿病、甲状腺疾患、腎疾患、膠原病、特発性血小板減少
性紫斑病、白血病、血友病、出血傾向、ＨＩＶ陽性、Ｒｈ不適合

（妊産婦）妊娠22週から32週未満の早産、40歳以上の初産婦、分娩前のＢＭＩが35以上の初産婦、妊娠高
血圧症候群重症、常位胎盤早期剥離、前置胎盤、双胎間輸血症候群、多胎妊娠、子宮内胎児発育遅
延、心疾患、糖尿病、特発性血小板減少性紫斑病、白血病、血友病、出血傾向、ＨＩＶ陽性

【受入側の医療機関の評価】
ハイリスク妊娠管理加算、ハイリスク分娩管理加算の評価を引き上げ、ハイ
リスクの妊産婦に対する、必要な医療の円滑な提供を推進する。
（改） ハイリスク妊娠管理加算（１日につき） １，０００点 →  １，２００点
（改） ハイリスク分娩管理加算（１日につき） ３，０００点 →  ３，２００点

ハイリスク妊産婦に対する医療の充実
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周産期医療の推進②

新生児特定集中治療室（ＮＩＣＵ）における退院調整に係る評価について、ＮＩ
ＣＵに勤務経験のある看護師が退院調整に参画することを要件とした上で評
価を引き上げる。また、超低出生体重児等ハイリスク者に対しては加算を２回
算定可能とし、きめ細やかな退院調整を評価する。

新生児特定集中治療室退院調整加算
（改） 退院調整加算１ （退院時１回） ３００点→６００点
（新） 退院調整加算２

イ 退院支援計画作成加算（入院中１回） ６００点
ロ 退院加算（退院時１回） ６００点

［施設基準］
（現行） 退院調整に係る業務に関する十分な経験を有する専従の看護師または専従の社会福祉士が１

名以上配置されていること。
⇒（改定後） 下記のいずれかを満たす場合

・ 新生児の集中治療及び退院調整に関する十分な経験を有する専従の看護師が１名以上配置。
・ 新生児の集中治療及び退院調整に関する十分な経験を有する専任の看護師及び専従の社会
福祉士がそれぞれ１名以上配置。

［退院調整加算２の算定要件］
出生時体重が１,５００ｇ未満の者又は超重症、準超重症の状態が２８日以上継続しているもの。

新生児特定集中治療室における退院調整の充実
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周産期医療の推進③

超重症児（者）、準超重症児（者）に対する日々の診療の評価について、療養病棟入
院基本料、有床診療所療養病床入院基本料でも算定可能とし、後方病床における
取組を推進する。

超重症児（者）入院診療加算（１日につき） ８００点（６歳未満）/４００点（６歳以上）
準超重症児（者）入院診療加算（１日につき） ２００点（６歳未満）/１００点（６歳以上）

[算定可能病床（改定後、下線部を追加）］

一般病棟入院基本料、療養病棟入院基本料、結核病棟入院基本料、精神病棟入院基本料、特定機能病院入院

基本料、専門病院入院基本料、障害者施設等入院基本料、有床診療所入院基本料、有床診療所療養病床入院

基本料、特殊疾患入院医療管理料、小児入院医療管理料、特殊疾患病棟入院料

［算定要件（改定後、下線部を追加） ］

超重症児（者）入院診療加算、準超重症児（者）入院診療加算は、出生時、乳幼児期又は小児期等の15歳まで
に 障害を受けた児（者）で、当該障害に起因して超重症児（者）又は準超重症児（者）の判定基準を満たしている
児（者）に対し、算定する。

ただし、上記以外の場合であっても、療養病棟入院基本料及び有床診療所療養病床入院基本料を除く病棟又
は病床においては、平成24年３月31日時点で30日以上継続して当該加算を算定している患者であって、重度の肢
体不自由児（者）（脳卒中の後遺症の患者及び認知症の患者は除く。）、脊髄損傷等の重度障害者（脳卒中の後遺
症の患者及び認知症の患者は除く。）、重度の意識障害者、筋ジストロフィー患者又は神経難病患者等については、
(２)又は(３)※の基準を満たしていれば、当面の間、同年４月１日以降も継続して、当該加算を算定できるものとする。

超重症児（者）、準超重症児（者）の受入医療機関の拡充

（※）「超重症児（者）・準超重症児（者）の判定基準」に依る。 20



24年改定以降の（準）超重症児（者）入院診療加算の算定可能患者について

一般病棟
精神病棟
特定機能病院
専門病院 等

障害者病棟
（以下の患者が７割以上）
特殊疾患病棟
（以下の患者が８割以上）

（新）
療養病棟
有床診

【対象患者】
•脊髄損傷等の重度障害者
（脳卒中の後遺症・認知症の
患者を除く）
•重度の意識障害者
•筋ジストロフィー患者
•神経難病患者

≦１５歳 ○ ○ ○

＞１５歳

１５歳までに障
害を受けた者 ○ ○ ○

１５歳までに障
害を受けてい
ない者

○※
ただし、上記の【対象患者】
であって、24年3月末時点で
30日以上継続して、当該加
算を算定している者に限る。

○※
ただし、上記の【対象患者】
であって、24年3月末時点で
30日以上継続して、当該加
算を算定している者に限る。

×

※ただし、算定できる期間は「当面の間」とし、今後、実態を踏まえた上で、その取り扱いを検討する。 21



周産期医療の推進④

超重症児（者）、準超重症児（者）の初期診療の評価について、在宅からの入院の場
合のみで評価されている超重症児（者）、準超重症児（者）入院診療加算の初期加算
（１日につき２００点・５日目まで）を、在宅以外に救急医療機関からの転院の場合にも
算定可能とし、後方病床における取組を推進する。

（改） 在宅重症児（者）受入加算 → 救急・在宅重症児（者）受入加算

[算定対象患者（改定後、下線部を追加）］
自宅から入院した患者又は他の保険医療機関から転院してきた患者であって、当該他の保険医療機関に
おいて特定集中治療室管理料の小児加算、小児特定集中治療室管理料、新生児特定集中治療室管理料
又は新生児集中治療室管理料を算定したことのある者

超重症児（者）、準超重症児（者）の受入医療機関の初期診療の評価

ＮＩＣＵに入院していた患者を受け入れた場合の評価である重症児（者）受入連携加算
を引き上げるとともに、後方病院となる病床の範囲を拡大し、重症児（者）に係る医療機
関間の連携を推進する。

（改） 重症児（者）受入連携加算（入院初日） １，３００点→２，０００点

[算定可能病床（改定後、下線の入院料を追加）］
障害者施設等入院基本料、特殊疾患入院医療管理料、特殊疾患病棟入院料、一般病棟入院基本料（13対
１、15対1に限る。）、療養病棟入院基本料、有床診療所入院基本料、有床診療所療養病床入院基本料

後方病床の重症児（者）受入の推進
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